
大規模小売店舗の変更について 

大規模小売店舗立地法第６条第２項に基づく変更の届出について、説明会に代わり 

掲示により届出等の要旨をお知らせします。 

店 舗 名 称 ファッションセンターしまむら関宿店 

所 在 地 千葉県野田市なみき四丁目１９番地１０ほか 

建物設置者 

株式会社しまむら 代表取締役 鈴木 誠              

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 

変更届出の要旨 

（１）大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

①駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

位  置 収容台数 

図面①建物配置図（変更前）参照 ４４台 

合  計 ４４台 

（変更後） 

位  置 位置変更 収容台数 

図面②建物配置図（変更後）参照 無 ３９台 

合  計 無 ３９台 

 

変更年月日 令和７年７月９日 

変更する理由 敷地外で確保していた従業員駐車場の解約に伴い、敷地内に確保するため。 

○届出の内容に対する照会等変更に関する問い合わせは、下記へお願いします。 

株式会社しまむら 開発 1 部 只野 

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目６０２番１号 

TEL 048-631-2120 
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